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中心市街地のまちづくり・基盤整備等について 

１ 中心市街地まちづくり方針（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（１）計画の対象区域 

本計画の対象となる八王子市の「中心市街地」は、古くから、市および多摩地域の産業・経済・行

政の中心であった甲州街道の沿道と、新たな中心である JR八王子駅・京王八王子駅を含む約 115haの

区域とします。 

 

 北側境界:甲州街道北側 100mに位置する道路(東側の高校敷地等を除く〉 

 東側境界:「かえで通り」 

 南側境界:「子安公園通り」 

 西側境界:「国道 16号」及び「市道八王子 380号線」 

 

 

<本計画の対象区域> 

 

 

 

（２）計画の位置づけと狙い 

本計画には以下に示す 2つの役割が求められています。 

 

 上位計画である「都市づくりビジョン八王子 第 2次八王子市都市計画マスタ一プラン」(平成 27年

3月策定)の内容を踏まえて、中心市街地を対象とするより詳細な「地域づくりの方針」を示すもの 

 本計画と同じく中心市街地を対象とする「八王子市中心市街地活性化基本計画」(平成 25 年 6 月)の

実現を推進するため、都市計画や市街地整備等の基本方針や具体的な整備内容を示すもの 

 

そこで本計画では、基盤整備や再開発等のハード分野と中心市街地を再生するための仕組みづくり等

のソフト分野の両方の視点からまちづくりのグランドデザインをとりまとめます。 

本計画は中心市街地に関わる住民や事業者、行政等が共有するまちづくりの羅針盤であり、個々の事

業やまちづくり活動を進める際の参考となるものです。 

 

<本計画の位置づけ> 
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（３）戦略の主要な展開場所と導入機能 

鉄道駅や産業交流拠点などの集いと交流の揚と、桑並木通りや放射線通りなどの交通軸の分布と各地区のまちの特徴を踏まえ、環境を整備するためのまちづくり戦略の主要な展開場所と導入機能について以下に示すととも

に、その実現に向けて必要となる土地利用の方針、道路・交通基盤整備の方針を併せて示します。 
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（４）土地利用の方針 
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 （５）道路・交通基盤整備の方針 
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２ 八王子駅周辺交通円滑化対策提言書（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（１）～提言にあたって～ 

八王子市の玄関口である八王子駅周辺では、北口においてマルベリーブリッジの延伸工事や産業交流

拠点を含む旭町・明神町地区の地区開発の計画が進められており、南口において平成 30年 11月に JR貨

物用地に商業施設が新たにオープンし、医療刑務所跡地における八王子駅南口集いの拠点整備の計画が

進められています。 

また、広域交通ネットワークとして、八王子南バイパスの整備や本市南部に近接する JR横浜線橋本駅

周辺でのリニア中央新幹線の整備が進められており、中長期的には多摩都市モノレール八王子ルートの

構想があります。 

このような状況を踏まえ、八王子駅周辺交通円滑化対策検討懇談会では、現在及び将来的に顕在化す

る可能性のある交通問題や課題を整理するとともに、交通円滑化に向けた対応策などについて検討を行

ってきました。 

本懇談会では、①路線バスの走行環境の改善、②特定旅客車両の乗降場所やターミナルの整備、③一

般車（福祉車両を含む）の乗降場所の確保、④八王子駅前広場の機能整理・効率化、⑤荷捌き車両・タ

クシーの路上駐車の削減、⑥歩行者環境・自転車利用環境の整備の６つの項目について、展開エリアを

示し、提言書として取りまとめています。 

一般車の駅周辺への流入抑制や変則交差点の改良などについては、駅周辺の地区開発など一体的なま

ちづくりの中で、引き続き進めていただきたいと考えますが、これまであまり議論されていなかった特

定旅客車両（観光バス、企業バス、スクールバス）や一般車の路上駐車により、円滑な道路交通や歩行

者動線が阻害されている課題が確認されています。また今後、MICEの推進やインバウンド増加により、

観光バスや歩行者の増加が予想されることから、駅周辺での路外乗降（待機）スペースの確保、乗降・

待機のルール作り、道路幅員の再配分などによる対応策について、早急に検討を進めていく必要がある

と考えます。 

対応策実施に向けては、検討すべき課題は多数ありますが、関係機関で共有した問題点・課題の解決

に向けた方向性を今回の懇談会で提言しており、できることから実行し、一つ一つ実績を積み上げてい

き、八王子駅周辺の交通円滑化に向けた対策が進むことを期待しています。 

 

令和元年 11月 

 

八王子駅周辺交通円滑化対策検討懇談会座長 

首都大学東京大学院 教授  

 小根山 裕之 
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（２）円滑な交通環境の創出に向けた提言 

八王子駅周辺の円滑な交通環境の創出に向け、次の６つの項目について提言する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次項に提言の展開図を示す。 
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（３）円滑な交通環境の創出に向けた提言 展開図 


